
政令で定める
事業等

（別表参照）
実施主体 実施年度 離島振興計画に基づく事業等の内容 うち、Ｈ２５年度に実施する事業等の内容

大崎上島 大崎上島町 D
その他の者
（農協）

Ｈ25～27 付加価値の高い農産物の生産や，販売力の強化に向けた取り組みを促進する
戦略産品である柑橘，トマト等について輸送費を支援し，軽
減したコストで販路拡大活動を行う。

大崎上島 大崎上島町 F 大崎上島町 Ｈ25～29 妊婦の健診又は出産に係る交通費等について支援する

生野島 大崎上島町 F 大崎上島町 Ｈ25～29 妊婦の健診又は出産に係る交通費等について支援する

長島 大崎上島町 F 大崎上島町 Ｈ25～29 妊婦の健診又は出産に係る交通費等について支援する

大崎上島 大崎上島町 I 大崎上島町 Ｈ25～26
住民が安心して暮らせる災害に強い島づくりに向けて，防災マップの作成等を
行う

地域防災計画の見直し，津波ハザードマップの作成等を行
う。

対象指定
地域

計画期間 対象離島 市町村

離島振興対策実施地域の活性化に資する事業等で政令で定めるものに関する事項

上大崎
群島

5年
（Ｈ25～29）

妊婦が妊婦健康診査を受けるため医療機関へ通院する際
に要した交通費について助成を行う。(想定人数40人）

事業計画のうちＨ２５年度に実施するものの公表 様式１


